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ʲ૭ޱ申込஫意఺ʳ
日٢校・ૣ Ҵా校・中େӺ前
校・各提携校（金୔校ߴ・ দ
校を除く）ではお申込みいただ
けません。

ʲ提ߍܞのۚ୔ߴߍɾ দߍで͝受講の৔合ʳ
上記提携校で受講される方はTAC直Ӧ校（ཪ表ࢴ参照）でのお申込みはでき
ません。必ず受講される当該TAC提携校（金୔校ߴ・ দ校）の窓口にてお申込
みください。また、金୔校ߴ・ দ校以外のTAC提携校ではお申込みいただけませ
んのでご஫意ください。

1 ɹɹ��受෇૭ޱでおਃࠐΈの場合

5"$୐࢜ݐ登録講習ઐ༻ਃࠐॻにඞཁ߲ࣄをهೖ

5"$ਃࠐखଓ܎΁ૹ෇

笊ʙ笘をす΂てಉ෧ه্

※お客様の口座൪߸・口座ߴ࢒はプϥΠόシー保護の為、ࠇృり等していただいても結構です。
※ৼ込手数料はお客様ご負担となります。ご了承ください。　※TACは原則として前払いとなります（一部୅引除く）。ご了承ください。

ʲ口座名  rTAC（株）
ʲৼ込先 みrず΄ۜ行ʗਆా支ళ  ී通預金2142263

ʲ口座൪߸ 0r0140-4-74476
ʲ  名 শ   rTAC株式会社

˙ૹ෇ઌ�˟���������౦ژ౎ઍ୅ా۠ਆా࡚ࡾொ�������5"$ਃࠐखଓ܎
※お振込控えがない場合、ご入金の確認ができないため、お申込み手続きおよび教材の発送等が遅れます。※必ず受講されるご本人様がお申込みください。

ʲਃࠐ஫ҙ఺ʳ

˔各日程とも申込క切日がございます（申込క切日ফҹ有ޮ）。ただ
し、お申込み人数が定員に達したクϥスにつきましては、申込క切
日前にお申込みక切とさせていただきます。

˔窓口申込・郵送申込に関わらず、お申込みの受付は受付先ண
ॱとなります。郵送申込の場合、お問い合わせいただいた時఺
で定員に達していなくても、申込書ྨ等をご送付いただき、受付
した時఺において、ご希望のクϥスが定員に達していた場合は、
第2希望以߱での調੔となりますので、予めご了承ください。

˔定員に関する上記の理由により、郵送申込をされる方は、必ず
第2希望までご記ೖください。

˔お申込みいただいたクϥス・日程は他のクϥス・日程にৼりସ͑
できません。

˔̡ 郵送申込の場合ʳ
　書ྨの不備等で申込書の再提出が必要となった場合は、申込

書を再提出いただくまでは受付ѻいとはなりません。なお、再提
出までの間にご希望のクϥスが定員に達した場合は、第2希望
のクϥスでの調੔となりますので、予めご了承ください。

˔申込書ฦ信用෧౵で申込書をご送付の場合、TAC౸ணまで通
ৗよりお時間をいただきます。おٸぎの際には、切手ష付にてご
送付いただくか、TAC各校の受付窓口にてお申込みください。

ʻߟࢀʼ
༷ࣜ第ീ߸ʢ第１７৚ؔ܎ʣ
1 従業者証明書番号の付し方は、次の方法によること。
⑴第1けた及び第2けたには、当該従業者が雇用さ

れた年を西暦で表したときの西暦年の下2けたを
記載するものとする。

⑵第3けた及び第4けたには、当該従業者が雇用さ
れた月を記載するものとする。ただし、その月が1
月から9月までである場合においては、第3けたは
0とし、第4けたにその月を記載するものとする。

⑶第5けた以下には、従業者ごとに、重複がないよ
うに付した番号を記載するものとする。

（例）2018年4月採用の従業者番号が15番の方の
従業者証明書番号は180415となります。

2 業務に従事する事務所に変更があったときは、裏面
に変更後の内容を記入し、事務所の長の印を押
印すること。 

3 従業者の現住所等必要な事項がある場合には、裏
面に記入すること。

4  用紙の色彩は青色以外とすること。
5  証明書の有効期間は５年以下とすること。

୐ݐ業従業者証明ॻ例
宅建ۀ法
、ଇୈ��৚نߦࢪ
༷ࣜୈീ߸ࢀর
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◎TAC株式会社の当講習をお申込みの際は、15～6にございます「TAC登録講習お申込みに関しての஫意事項」を必ずおಡみいただいた後にお申込みください。
◎当案内書の有ޮ期限は201�年4月までとなります。なお、A～E日程の申込క切日はそれͧれ異なります。

申込క切後のお申込みはできません。13～4の日程表に記載されている申込క切日をご確認の上お申込みください。
◎お申込みにあたっては、必ず受講されるご本人様がお申込みください。
◎TAC宅建士登録講習スクーリング・修了試験では、会場の変更や途中からのクϥスの変更をすることはできません。また、ܽ 席された場合に他のクϥスへৼସすることもできません。お申込みいただ

いたクϥスの日程どおりに受講・受験いただきます（遅ࠁ・ૣ 退・途中退室は認められません）。

をඞͣよ͘͝ه͸ɺԼࡍձࣾの౰講習にお申込みのࣜג$"5 ֬ೝいͨͩいͨޙɺおखଓきをおئいいͨ͠·͢ɻ
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●証明書有ޮ期間とTAC登録講習お申込み時఺～受講修了時期（修了試験実
施日）とが一கしない場合（登録講習受講期間中に証明書有ޮ期間が満了とな
る場合、新たに従業者証明書の しࣸをご提出いただく必要があります）（❹）
●୅表者ҹのԡҹがない場合（ࢲҹ不可）（❻）

（❶）Ө年月が未記ೖの場合ࡱਅのష付及びࣸإ●
●従業者証明書൪߸（❷）・生年月日（❸）・証明書有ޮ

期間（❹）・勤務先ا業の宅建業者免ڐ証൪߸（❺）
等の記載事項に࿙れや不備がある場合

˞ΧϥーɾϞϊΫϩいͣれもՄ（λς3DNʷϤί
2.4DNɹ6ϲ݄以内にࡱӨされたもの）

■ 登録講習おਃࠐΈにؔ て͠の஫ҙ߲ࣄ
5"$登録講習はࠃ౔ަ௨େਉの登録を受͚て࣮ࢪする講࠲のたΊ、௨ৗの講࠲より受講৚件がݫしくなっています。 
Լهの注意事߲をよく͓ಡΈいただいたޙに͓申込Έください。͓ 申込Έの場合、Լه事߲についてす΂てごঝ୚の΋のとΈなさせていただきます。

 登録講習のର৅者について
●登録講習は、登録講習申込時点から受講修了時期までにおいて宅地建物取引業法施行規則
第10条の5第1号に規定される宅地建物取引業に従事され、かつ通常業務の中で従業者証明書
をお持ちの方を対象に実施する講習となっております。不正に交付された従業者証明書などを使
用し、不正に講習を修了された方につきましては、その事実が確認された時఺で登録講習修了の
権利を取りফしとさせていただきます。また、宅地建物取引士資格試験の一部免除試験に合格され
た後に当該事実が確認された場合においては、登録講習の修了の権利のみならず、宅地建物取
引士資格試験合格につきましても、その合格が取りফされることとなりますのでご஫意ください。

 従業者証明書について
●お申込み時に、宅建業法第48条に基づく従業者であることを証する証明書として「従業者証明
書」の写しを必ずご提出ください（郵送でのお申込みの場合には、必ず同෧してください）。「従業
者証明書」の しࣸをご提出いただけない場合、TAC登録講習のお申込みをお受けできません。ま
た、従業者証明書に不備があった場合にもお申込みをお受けできません。なお、スクーリングの際
にも「従業者証明書」をご提示いただき、再度確認させていただきますので、必ずご持参いただき
ますようお願いいたします（コピーでも可）。

 お申込みについて
●受講料をお支払いいただく場合には、TAC受付窓口でのݱ金ೲೖ、デビοトΧーυ、クレジοトΧー

υ、ۜ 行ৼ込・郵便ৼସ・その他TAC指定の方法によりお取ѻいいたします。
●ۜ行ৼ込・郵便ৼସ等でのお申込みの場合、ৼ込手数料はお客様のご負担となります。
●TAC「宅建士登録講習」のみご受講の際は、ೖ会金（=10
000・�ˋ税込）は不要です。
●TAC「宅建士登録講習」はେ学生ڠ等୅理ళ及びF受付（Πンターωοト申込）でのお申込みは

できません。直઀TAC各校受付窓口、または郵送にてお申込みください。
●TAC株主༏଴݊およびその他割引制度はご利用いただけません。
●TAC提携校の金୔校ߴ・ দ校で受講される場合は、TAC直Ӧ校（ཪ表ࢴ参照）でのお申込みは

できません。必ず受講される提携校窓口にてお申込みください。それ以外の方法でのお申込みは
できません。

 お申込みのక੾について
●各日程とも、申込క切日がございます。క切日を過ぎますと、お申込みいただけません。また、スクー

リングの各クϥスが定員に達した際には、申込క切日以前であってもお申込みいただけません。予
めご了承ください。

 申込書について
●お申込みの際には、「TAC宅建士登録講習専用申込書」に必要事項をご記ೖの上、お申込みください。

 受講にあͨͬて
●各日程のいずれも、講義内容は同一となります。
●通信学習は、お送りする登録講習テキストをもとに、スクーリングの講義ॳ日までに一通りの学習を

修了してください。なお、提出՝題はございません。
●スクーリングでは、通信学習時にお送りした「登録講習テキスト」を使用します。スクーリング時には

必ずご࣋参ください。
●スクーリングには会員証及び宅建業従業者証明書を必ずご࣋参ください。
●スクーリングはશ4ճの教室講義となり、以下の内容で実施します。
　ʻ第1ճ・第2ճ（各3時間）̓

⑴宅地建物取引業法その他関係法令に関する科目
⑵宅地及び建物の取引に係る紛争の防止に関する科目

　ʻ第3ճ（3時間）̓
⑴土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関する科目
⑵宅地及び建物の需給に関する科目
⑶宅地及び建物の調査に関する科目

　ʻ第4ճ（1時間）̓
⑴宅地及び建物の取引に係る税務に関する科目

●スクーリングについては、すべての講義に出席することが修了試験の受験要݅となります。なお「TAC
宅建士登録講習」につきましては、「クϥスৼସ出席ϑΥϩー」などのϑΥϩー制度は一切ございません。
お申込みいただいたクϥスの日程どおりにご受講いただきます（クϥスの変更・ܽ 席・遅ࠁ・ૣ 退ېݫ）。

　修了試験受験要 を݅ くܽ方の受講は認められません。

 修了試験について
●修了試験については、4ճのスクーリングをすべて受講していただいた後に受験できます。なお、ご登

録いただいているクϥスでの受験に限らせていただきますので、お申込み前に日程をご確認ください。
●修了試験は、30分間のオリΤンテーションを行った後、1時間で実施します。試験は࢛ࢶ୒一式
（マークシート方式）20問の出題により行い、14問以上正解された場合に合格といたします。

●修了試験の受験は原則1ճのみとなります。不合格になった場合、無料で別日程をお申込みいた
だき、再度スクーリング・修了試験を受講・受験できます（同一年度・一ճのみ）ୠし、D日程及びE
日程を受講される方はご利用いただけません。お申込み期限はご希望の日程・クϥスのスクーリン
グ第1日目の前日までとなります。お申込み時に同一年度の会員証・修了試験結果のお知らせ・إ
ࣸਅ1枚が必要となります。お申込みを希望されるクϥスが定員に達している場合、お申込の時఺
でスクーリングの日程がશて終了している場合にはご利用いただけません。

●修了試験は通信学習およびスクーリング時に学習した内容より出題いたします。
●修了試験はݫ正かつެ正に行います。なお、試験時には参ߟ資料等の࣋込は一切できません。
●修了試験の問題࡭子ならびに解答用ࢴは、試験終了後すべてճ収いたします。
●修了試験の解答の配付はありません。
●修了試験合格者には登録講習修了者証明書を受講者が申請した住所へ、TACより郵送します。

 修了試験合֨ޙについて
●登録講習修了者は、修了試験に合格した日から̏ 年以内に実施される宅建士試験において、宅建士試

験願書提出時に「登録講習修了者証明書」をఴ付することにより、一部の出題分野が免除となります。

͓ਃࠐΈલʹ
ඞ͓ͣಡΈͩ͘ ͍͞ɻ

！
 ͦ のଞの஫意事߲
●࣍の事項に該当する行為を行った場合は、これを不正受講とみなし、登録講習修了者証明書の発行

は行いません。また、登録講習修了者証明書の発行後に不正受講が発 し֮た場合には、これを無ޮと
し、このࢫを国土交通େਉに報告するとともに、宅地建物取引士資格試験を行う౎ಓ෎ݝ知事または
౎ಓ෎ݝ知事から委任を受けた指定試験機関に連絡するものといたします。
①登録講習申込時にご提出いただいた従業者証明書の しࣸに虚偽の表示があった場合
②講義及び修了試験において、ସ͑ۄ受講等の不正行為を行った場合

 受講ྉ等について 
●受講料は、教材අ・ফඅ税�ˋが含まれます。
①講座受講お申込み後における解約・ฦ金についてのお取ѻい
⑴講座開࢝日前の解約・ฦ金について

Π 講座開࢝日（஫１）前であれ͹、理由の如何を問わず、お客様からのお申し出により解約・ฦ金さ
せていただきます。

ϩ 原則として、受ྖࡁみ受講料のશ額をฦ金いたしますが、ฦ金処理にかかるۜ行ৼ込手数料
はお客様負担とさせていただきます。また教ҭϩーン利用の場合は、さらにϩーンキϟンηル手数
料相当分を߇除した金額をฦ金いたします。

ϋ お受取りになった教材ྨは、ฦ金時までにશてごฦ٫いただきます。その際の送料は、お客様
負担とさせていただきます。なお、教材ྨにં目または書込みなどのഁ損・Ԛ損がある場合につ
きましては、TAC所定のՁ格表にج きͮฦ金額より߇除いたします。　

⑵講座開࢝日以後の解約・ฦ金について
講座開࢝日以後、݈ 上の理由、その他個人的な理由により、申込者またはその法ࡁ上の理由、経߁
定୅理人が、ܧ続的な受講をࠔ೉または不可能と判அした場合には、お申し出ください。TAC所定
の書ྨを提出いただいた時఺をもって、お申し出があったものとみなし、受講料の預かり金処理、受
講日程等の変更または解約・ฦ金をさせていただきます。なお、当該お申し出の期間は受講期間（஫
）̎の࠷終日から一月前までといたします。

⑶上記⑵のお申し出により、解約・ฦ金する場合のฦ金額は、受ྖࡁみ受講料に受講期間に઎める当
該受講期間から下記に͛ܝる経過月数（஫̏ ）を߇除した月数の割合を乗じてࢉܭした金額を߇除した
金額（以下、「未受講料相当額」という）から、解約手数料としての未受講料相当額の20ˋに相当する
金額（上限̑ ສ円）を߇除した࢒額（10円未満の୺数は切ࣺて）といたします。ただし、未受講料相当額
のࢉ定についてύンϑレοト等で別に定めがある場合についてはこれに準じます。

ʪࢉ式ʫ
受ྖࡁみ受講料 （̫受講期間－経過月数）／受講期間ʹ未受講料相当額
未受講料相当額－未受講料相当額 2̫0 （̀上限̑ ສ円）́ ฦ金額
⑷上記⑴ϩに定めるϩーンキϟンηル手数料のお取ѻいは、講座開࢝日以後の解約・ฦ金の場合に

ついても準用いたします。
⑸上記⑵のお申し出により、預かり金処理、受講日程等の変更をする場合のお取ѻいは、解約手数料

に関する部分を除き、上記⑶のࢉ式を準用いたします。なお、これにより受講料に不଍金が生じた場
合には差額をお支払いいただきます。また、預かり金処理、受講日程等の変更後に、解約・ฦ金する
場合のฦ金額は、上記⑶のࢉ式にもとͮ き、解約手数料を߇除した࢒額（10円未満の୺数は切ࣺ
て）といたします。

②講座に付ਵしたキϟンペーンまたはಛయ等として無料もしくは割引Ձ格にてお申込みいただいた講座
（以下、「無料・割引講座」という）についてのお取ѻい
⑴ 無料・割引講座をご利用されていない場合には、①⑴と同様にお取ѻいさせていただきます。
⑵ ⑴以外の場合には、無料・割引講座分の受講料につきまして正規受講料相当分を申し受けます。

なお、ࢉ定方法は前記①⑶を適用してฦ金額のࢉܭをいたします（ただし、解約手数料に関する
部分を除きます）。
●（஫１）講座開࢝日

お申込みいただいた日程の通信学習教材ॳճ発送日
●（஫̎ ）受講期間

お申込みいただいた日程の通信学習教材ॳճ発送日の属する月から、お申込みいただ
いたクϥスの修了試験日の属する月までの期間（月数）

●（஫̏ ）経過月数
お申込みいただいた日程の通信学習教材ॳճ発送日の属する月から、解約の申ཱ日の
属する月までの月数

●（஫̐ ）金額はશてফඅ税込みの金額といたします。

 ด講ɾΫϥεด࠯について
●お申込みいただいた講座、コース、クϥスが開講日までに開講に必要な定員に達しなかった場合、やむ

を得ずด講またはクϥスのด࠯を行う場合があります。その際は、受講方法や、クϥスの変更の相談を
お受けいたします。変更により受講ができない場合は、お支払いいただいたೖ会金、受講料のશ額をお
ฦしいたします。ただし、事前にクϥスの合流等を告知していた場合はこの限りではありません。また、受
講料のお支払いに必要で、お客様がご負担になった手数料等（ৼ込手数料、コンビχܾࡁ手数料、郵
送料、教ҭϩーン手数料等）はฦ金のର৅となりません。なお、ด講またはクϥスのด࠯により生じた不
利益については、TACは責任を負いかねます。

 ղ約について
●ສ一、当規約、「TAC利用上の஫意事項」、各講座の「受講ΨΠυ」もしくは法令等に違反する行為、そ

の他社会通೦上のルールを著しくҳ୤した行為等があったとTACが判அした場合、TACは何ら通知
後お客様とのお取引一切をおஅりし、各校ࠓ、約をଈ時解約しܖ告することなしにお客様との受講࠵
舎へのཱちೖりをې止する場合があります。なお、解約に൐うฦ金額は上記ʦ受講料等についてʧの項
目の①ᾉのࢉ式を準用いたします。

●その他TACのご利用に際して発生したॾ問題については、「TAC利用上の஫意事項」および各講座
の「受講ΨΠυ」等TACの定めるॾ規定にͮجいてର処させていただきます。

 講࠲ӡӦについて
●ক来において、ݱ在実施中もしくは実施を予定している講座等の運Ӧをやむを得ず中止することや発

送の遅延が生じる場合があります。また、予告なしに内容の௥Ճ・修正を行う場合があります。
●やむを得ない事情により、担当講ࢣ、発送日程等が変更となる場合があります。
●機ثのނ障や通信ճઢの異ৗ等のやむを得ない事情が生じた場合、提供する講座等の運Ӧを一時

的に停止する場合があります。
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「宅地建物取引業に従事する者」とは、『登録講習の受講申込時より登録講習修了までの間、継続して、宅地建物取引業に従事する者』のことです。
したがって、次のような場合にはその要件に適合せず、登録講習を修了することができませんのでご注意ください。

〔登録講習を修了することができない場合の例〕

①登録講習の受講申込時において宅地建物取引業に従事し
ていたが、その後、登録講習修了までの間に、勤務していた宅
地建物取引業者を退職して宅地建物取引業に従事しなく
なった場合

②登録講習の受講申込時において宅地建物取引業の従業者
であることを証明できない場合

下記の（例1）はその基準を満たしていますので修了することができますが、（例2）および（例3）は、基準を
満たしていませんので、修了することができません。

登録講習受講申込時 登録講習の修了

従業者であることを証明できる期間例1

例2
例2

例3 例3 従業者であることを証明できる期間

従業者であることを証明できる期間

修了可

修了不可

修了不可

１.事業者の名称   
TAC株式会社

２.個人情報保護管理者   
個人情報保護管理室長　連絡先　cpo@tac-school.co.jp

３.利用目的    
お預かりした個人情報は、TACが提供する受講サービス（成績管
理、成績発表、会員管理等）、顧客管理等に関して利用します。ただ
し、受講期間終了後も、会員向けの受講案内や就職・転職に関する
情報提供に利用する場合があります。
◎詳細はTACホームページをご参照ください（https://www.tac-school.co.jp）。

４.第三者提供について   
お預かりした個人情報は、お客様の同意なしに第三者に開示、提供する
ことはありません（ただし、法令等により開示を求められた場合を除きます）。

５.共同利用について       
TACは、資格取得から就職・転職に関する情報提供などTACグループにおける総合的なサービスを提供するため、TAC関連子会社・
TAC提携校と個人情報を共同利用させていただきます。詳細はTACホームページをご参照ください（https://www.tac-school.co.jp）。

６.個人情報の取扱いの委託について      
お預かりした個人情報を業務委託する場合があります。

７.情報の開示等について      
個人情報の利用目的の通知、開示、訂正、削除、利用または提供の停止を請求できます。下記の窓口までご相談ください。 
個人情報に関するお問合せ窓口　E-mail:privacy@tac-school.co.jp

８.個人情報提供の任意性について      
TACへの個人情報の提供は任意です。ただし、サービスに必要な個人情報がご提供いただけない場合等は、円滑なサービスのご提
供に支障をきたす可能性があります。あらかじめご了承ください。

■個人情報のお取扱いについて

■受講資格について

●騒乱、天変地異・感染症の流行等の不可抗力により、やむを得ず講義を中止したり、TAC教材の発送
等が遅れた場合にはTACは責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

●雪、台風等の風水害・ストなどによって交通機関が一部マヒした場合でも、当日出席する方のために講
義を行う場合があります。

 教材発送について
●通信学習における教材等は、TACが定めた発送日程に従い、指定する宅配業者または郵便事業者
（以下、「運送業者等」という）が各運送業者等が定めた運送約款等の規約に従ってお客様へお届け
いたします。受付窓口でのお受取やTAC社員等によるお届けはできません。また、教材等はお客様ご
指定の発送先ご住所とお客様ご本人のお名前をあて先として発送いたします。発送等の状況によって
は受講料以外に発送料や手数料を別途お支払いいただく場合がございます。なお、教材の配達遅延、
紛失等についてはTACでは責任を負いかねます。

 会員証について
●会員証は、会員としての資格をお客様本人にのみ帰属することを証明するものであり、会員としての資

格を第三者に譲渡、貸与、または担保に供する等の行為はできません。
●会員証を紛失した場合には、受付窓口にて再発行いたします。なお、再発行には、別途手数料がかかり

ます。
●会員証を不正に利用させた場合、並びに不正に利用した場合には、当該コース正規受講料の3倍の

料金を申し受けます。

 在籍証明書について
●お申込みいただいた方の中でご希望される方には無料で在籍証明書を発行いたします。ただし、学割

等に利用することはできませんので、あらかじめご了承ください。

 登録講習修了者証明書の紛失について
●登録講習修了者証明書を紛失した場合は、再発行が可能です（1枚につき500円（税込）の手数料をいただ

きます）。受講された校舎の受付にて再発行手続を行ってください。登録講習修了者証明書は約1週間程度
で出来上がりますので、改めて校舎へお越しください。郵送による登録講習修了者証明書の発送は行ってお
りませんので予めご了承ください。

 著作権について
●TACがお客様に提供する教材（テキスト、レジュメ、答練、DVD、講義を収録した映像または音声デー

タ、その複製物及びその他一切の著作物、以下、「TAC教材」という）に関する著作権、その他知的財
産権はTACまたは権利者に帰属しております。

●TAC教材は、お客様ご自身が学習する目的以外に使用及び複製することはできません。

●TAC教材の複製物を第三者に販売（オークションへの出品を含む）、贈与および貸与（有償・無償
を問わない）することは、方法・理由の如何を問わず一切できません。

●教室およびDVDルーム内において講義内容等を収録（録画・録音等）することはできません。
●上記に違反した場合は、直ちに差し止めを求め、刑事告訴等の法的処置をとらせていただきます。

また、複製したTAC教材を使用する講座（コース）正規受講料の3倍の料金に、使用者数（または
複製した数量）を乗じた金額を損害賠償金として申し受けます。

 本試験のお申込みについて
●講座の申込みとは別に本試験申込みが必要です。試験申込み期間等は年度によって異なる場合が

あります。本試験の申込みに関してTACでは責任を負いかねますので、必ずご自身でご確認ください。
●本試験等の願書申込段階における受験資格の有無につきましてはTACでは責任を負いかねます

ので、必ずご自身でご確認ください。

 自習室
●スクーリングの2日間については空き教室を原則「自習室」として利用できますが、場合によっては

利用できないことがあります。

 免責
●TACの講座等をご利用になり、その結果としてお客様の知識・技能等の向上、就職・転職等の目的が達

成できなかったとしても、TACは責任を負いかねます。
●お客様による講座申込書の記載内容の不備・誤記、虚偽、記載事項に変更が生じた場合の未届、変

更届出内容の不備、誤記、虚偽、講座申込書または当規約についての不知・誤解釈による不利益につ
いては、TACは責任を負いかねます。

●TACが行う各種サービスについては、TAC所定の日数により手続きさせていただきますので、あらかじめご
了承ください。これによる不利益についてはTACでは責任を負いかねます。

 準拠法および合意管轄
●当規約に関する準拠法は、すべて日本国の法令が適用されるものとします。
●お客様とTACとの間における一切の訴訟については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を

もって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

 規約の変更
●当規約は予告なく変更することがあります。
●強行法規の改正等により、当規約の一部が同法規に抵触する場合には、当該部分を同法規の

定めに従い変更したものといたします。

 施行日
●平成30年12月１日施行

の宅建登録講習

1

登録講習とは？
宅建業に従事している方を対象とする講習です！

【免除となる出題分野】

登録講習受講のメリット
宅建士試験で5問免除となります！

※上記の出題は例年、問46～問50にあたる5問となっています。
※平成30年度宅建士試験では、登録講習修了者は、45問中32問以上（一般受験者は、
　50問中37問以上）正解した方が合格となっています。

！

！

！

宅建業従事者とは、国土交通大

臣又は都道府県知事から宅地

建物取引業免許を受けた会社

にお勤めの方のことを指しま

す。なおTAC登録講習をお申込

の際には、宅建業法第48条に

基づく従業者であることを証す

る「宅建業従業者証明書」の写

しのご提出が必要となります。

宅建士には「登録講習」のほか

に、「登録実務講習」と「法定講

習」というものがあります。これ

らは名称が似ていますが、全く別

のものなので注意してください。

●登録実務講習とは？

宅建士試験合格後、実務経験が2
年に満たない方が資格登録をするた
めに受講する講習です。

●法定講習とは？

宅建士試験合格後、1年を過ぎて宅
地建物取引士証の交付を受ける場
合や、宅地建物取引士（宅地建物
取引主任者）証更新（5年ごと）の際
に受講が必要となるものです。

登録講習の修了者には「修了

者証明書」を発行します。「修

了者証明書」は3枚発行し、登

録講習修了試験に合格した日

から3年以内に行われる試験

について有効で、この修了者

証明書を宅建士試験の願書提

出時に添付して提出すること

により、一部分野が免除され

ます（修了者証明書の提出を

怠ると、一般の受験者とみな

されるので注意が必要です）。 

例年の宅建士試験では、登録

講習の修了者は一般の受験生

の方よりも10分遅い13:10

から試験を開始し、15:00ま

での1時間50分で45問を解

答することとなっています。

　登録講習を受講し、講習内で実施する修了試験に合格した登録講習修了者
は、以後3年以内に実施される宅建士試験において、科目の一部が免除となりま
す。免除科目は「その他関連知識」という科目の一部で、例年問46～問50で出
題される5問です。「5問免除」は宅建士試験合格のための大きなアドバンテージ
となります。

2登録講習受講のメリット
合格への近道です！
　注目すべき点としては、全体の合格率に対して、登録講習修了者の合格率が
高いということです。5問免除により、平成30年度試験では全体合格率よりも5
パーセントも高くなっています。

3登録講習受講のメリット
宅建士試験範囲とほぼ同じです！
　登録講習では、国土交通省令に基づき以下6科目について学習することとされ、
それぞれの講習時間も定められています。学習内容は、宅建士試験で5問免除と
なる部分の内容も含まれますが、5問免除以外の宅建士試験で出題される項目も
多く含まれます。したがって、登録講習を受講することによって、5問免除というアド
バンテージを受けると同時に、宅建士試験合格への対策にもつながるのです。

　国土交通大臣の登録を受けた登録講習実施機関が、宅建業に従事している
方に対し、その業務の適正化ならびに資質の向上を図るために必要な基礎的知
識の習得を目的として実施する講習です。
　従来、「宅地建物の取引に関する3年以上の実務経験」を有する者が国土交
通大臣の指定する講習を受けた場合、試験科目の一部の受験が免除される
「指定講習」制度がありました。この「指定講習」制度が宅地建物取引業法の改
正に伴い2005年度より登録講習に改められ、対象者の要件として必要であっ
た「3年以上の実務経験」が撤廃となり、宅建業に従事している方であれば、ど
なたでも受講することが出来るようになったのです（宅地建物取引業法施行規
則第10条の5による）。
　宅建業に従事されている方にとって、一気にチャンスが拡大。2005年度より
登録講習実施機関として国土交通大臣の登録を受けたTACで、当制度のメ
リットを最大限に活かして宅建士試験にチャレンジしてみませんか？

ーⅠー ーⅡー

！

！

■登録講習の学習科目

科目6

科目5

科目4

科目3

科目2

科目1

科目名

－

－

分野名

■宅建士試験の出題分野

1時間

3時間

6時間

スクーリングでの
学習時間

宅地建物取引業法その他関係法令に
関する科目

宅地及び建物の取引に係る紛争の防止に
関する科目

土地の形質、地積、地目及び種別並びに
建物の形質、構造及び種別に関する科目

宅地及び建物の需給に関する科目

宅地及び建物の調査に関する科目

宅地及び建物の取引に係る税務に関する科目

民法等、宅建業法、法令上の制限★

 平成30年度においては、宅建士

試験申込者数265,444人のう

ち、登録講習修了者の申込人数は

56,315人（約21.2％）となり、申

込者の約5人に1人を登録講習修

了者が占めていました。

◎TACでは、宅建士試験の出題分

野を「民法等」「宅建業法」「法令

上の制限」「その他関連知識」の

4分野に分類しています。このう

ち、「その他関連知識」には、登

録講習修了者が宅建士試験に

おいて免除となる5問部分が含

まれます。

◎宅建士試験の学習分野には、登

録講習の学習項目以外のものも

含まれるため、宅建士試験合格

には、登録講習での学習のほか、

試験対策用の学習をする必要が

あります。

★民法等、宅建業法、法令上の制限

は非5問免除部分となります。

※「その他関連知識　　　　　　 」
は、登録講習修了者が宅建士試験
で免除となる分野、「その他関連知
識 　　　　   　 」は、登録講習
修了者でも免除とならない分野とな
ります。

過去5年間の年度別試験結果

①土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、
構造及び種別に関すること

②宅地及び建物の需給に関する法令及び実務に関する
こと

その他関連知識 非5問免除部分  ※

その他関連知識  5問免除部分  ※ 

 非5問免除部分

  5問免除部分

その他関連知識  5問免除部分  ※ 

その他関連知識  5問免除部分  ※ 

の宅建士登録講習

平成26年度
（2014年）

平成27年度
（2015年）

平成28年度
（2016年）

平成29年度
（2017年）

平成30年度
（2018年）

合格率
（％）

全体
合格率（％）

登録講習
修了者
合格率（％）

24.924.9

17.5

20.220.2

15.4

19.919.9

15.6

20.620.6

15.6

20.020.0

15.4
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